
【合理的配慮の事例】

1
公共の場で
の移動につ
いて

市内中心部で暮らす身体障害のある女性。
屋外の移動時には歩⾏器を使⽤している。岡⼭駅までの移動はノンステップバスを利⽤しており便利。市⺠病
院への通院でJR岡⼭駅⇔北⻑瀬駅を⾏き来する。受診後に乗⾞する岡⼭駅⾏きの電⾞が混んでいることが多
く、一人での乗⾞をためらうことがあった。移動支援を利⽤することでヘルパーが他の乗客への声掛けや、本
人の乗⾞スペースの確保などのサポートをするようになり状況は改善した。
      その他：バスに乗った時に、優先座席を譲ってくれた。道端で声をかけてくれてお手伝いをしてくれた。

【協議事例】

1

特 別 支 援 学
校 の 学 区 の
考 え 方 に つ
いて

県立特別支援学校の肢体不自由部門に在籍する重症心身障害児の登下校の方法に家族が大変さを感じている。
支援学校の肢体不自由部門は学区が広く、当該児童の自宅は学区の端にあるため、移動距離が⻑く、自宅から
自家⽤⾞で出て、スクールバスに乗り換えがあり、スクールバスの経路が市内中心部を通るルートであること
で、登下校には時間がかり、児童の体調や送迎等にかかる家族の負担は少なくない。また、体調による学校へ
の呼び出し、きょうだい児の世話をする上で送迎による時間の負担等家族への負担が大きい。一方で隣の学区
にはなるが、肢体不自由児部門がある特別支援学校が比較的に近く、スクールバスを利⽤しなくても家族によ
る送迎で登下校が⾏える環境にある。家族としては、本児が次年度に中学部となるタイミングで隣の学区にあ
る特別支援学校への転校を希望しており、現在の支援学校へ相談しているが学区外であることを理由に希望が
満たされない状況がある。登下校に時間がかかることによる本児への負担や家族への負担を考えると、学区外
にはなるが柔軟な取り扱い（合理的配慮）が必要と思われるケース。

2

学 校 が 作 成
す る 個 別 の
教 育 支 援 計
画について

特別支援学級や特別支援学校に在籍している児童生徒に対し作成されて
いる「個別の教育支援計画」には「合理的配慮」の欄があり、児童生徒に対する合理的配慮事項の記載がされ
ているが、配慮事項として挙げられているものは、誰がどのような視点で記載されたものか。児童生徒や家族
等から合理的配慮の申し出があった場合の合理的配慮提供までのプロセスにおける「建設的対話」の事例を教
えていただきたい。

3
聴覚障害・視覚
障害・色弱）の
ある方に対して

薬袋への点字記載があれば、薬の名前や効能が理解できるが、そのようなことが可能なのか。

別紙
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4
公共の場で
の移動につ
いて

市内中心部で暮らす身体障害のある女性。
岡⼭駅東口のエレベータ―を利⽤する際、地上で乗ろうとすると既に地下から乗っている人もいて、本人（歩
⾏器を入れると2人分）とヘルパーが乗るスペースがなく何往復か見送ことがある。以前に比べると岡⼭駅に
も多くの旅⾏客がいてキャリーケースと共にエレベータ―に乗っておりスペースがない。迂回する方法もある
が、歩⾏器を使⽤しているため移動の負担もある。駅には⻄口と東口にそれぞれ一機ずつのエレベーターしか
なく不便さも感じている。

5

HIV感染並び
に 高 次 脳 機
能 障 害 の あ
る 方 へ の 支
援 （ サ ー ビ
ス不提供）

 HIV感染並びに高次脳機能障害のある方への支援について。
 理解あるヘルパー、就労継続支援B型と短期入所の利⽤を検討されていた。最終的には短期入所サービス利
⽤の優先度が高まり、対応できる事業所を指定相談支援事業所にて対応していたが、HIV感染症を理由に断ら
れる事案（ヘルパー含む）が複数続いた。
 担当の指定相談支援事業所相談支援専門員が岡⼭大学病院にも相談する中で、大学病院から障害者基幹相談
支援センターへ申し入れが入る。
 本人が障害福祉サービスを利⽤するにあたって、HIVを理由として利⽤が制限されることは支援者側の知識
が不⾜していることが問題ではないかとの指摘。2〜30年前の議論がいまだにされている。仮に感染リスクで
いえはHIVよりもC型肝炎の方がリスクが高い。HIVを理由に断っている事業者は自身の事業所でC型肝炎の対
策などした上で言っている事なのか、それすらしていないのにHIV感染を理由にしているのであれば、HIVに
対する偏見であり、人権侵害に当たると思われる。
 「サービス提供が出来ない」という前に、「どうしたら良いか？」の視点にならないといけない。事業者へ
の啓発などは⾏政の役割で、⾏政の姿勢を問われる必要がある。他市（倉敷市）では支援者に向け正しい感染
症の知識を啓発するための勉強会が開催されていたこともある。
 岡⼭市保健所の感染対策の窓口や、必要であれば岡⼭大学病院の医師も説明をしに⾏く事もできると言って
いる。個別（ミクロ）とマクロの視点で考えていく必要があるのではないか？
 本ケースだけでなく、他のHIV患者についてもサービス利⽤できないことがないよう、偏見を払拭していく
ことは必要ではないか？

  ※HIV感染症は進⾏し免疫不全になった場合は、免疫機能不全で身体障害者手帳が取得可能。
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6

送迎バス、ス
クールバスの
置き去り防止
システム装置
の設置を義務
付について

昨年の４月から送迎バス、スクールバスの置き去り防止システム装置の設置を義務付けられている。そのシステム装置に
ついて、エンジンを切ったら音声、ブザー音が鳴ります。⾞内に子どもが残されていないと確認したら「OK」ボタンを
押すとブザー音が消えるというものですが、音だけではなく目でみてわかるような装置をつけたら後々面倒なことがない
のになと思いました。こういう例をみてわかるように音声だけというものが多いので、ユニバーサルデザイン（視覚的情
報など）を意識したものづくりの必要性を社会にもっと知ってもらえるようにするには何かアドバイスがあれば教えてい
ただきたいなと思っています。
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